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計画変更確認申請に係る取扱い一覧表

規則第３条の２ 計画変更確認申請が不要 計画変更確認申請が必要 手数料対象と

の区分 ① 規則で ② ①に準ずる軽微な ③ ①、②以外の変更 なる床面積

定める軽微 変更

な変更

第１項 第１号 略 都市計画区域内において ０㎡

敷地に接する道路の幅員

が小さくなる場合

第２号 略 敷地面積が減少する場合 ０㎡

第３号 略 建築物の高さが増加する ０㎡

場合

第４号 略 建築物の階数が増加する 増加した階の

場合 床面積

第５号 略 都市計画区域内において ０㎡

建築面積が増加する場合

第６号 略 防火、準防火地域以 床面積が増加する場合 増加した部分

外で、床面積が１０ の床面積

㎡以下の増加をする

場合

第７号 略 類似の用途相互間以外の 変更部分の床

用途変更により１号建築 面積

物に用途変更する場合

第８号 略 ①の変更に係る部材以外 ０㎡

の部材の応力度に変更が

生じる場合

第９号 略 主要構造部である間仕切 ０㎡

り壁および防火上主要な

間仕切り壁の位置を変更

する場合

内装制限を受ける室内の ０㎡

仕上げ材を防火上同等未

満の性能の材料に変更す

る場合

耐火・防火性能が要求さ ０㎡

れる床、壁等を同等未満

の性能の構造に変更する

場合

防火設備が要求される防 ０㎡
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火設備を同等未満の性能

の防火設備に変更する場

合

化学物質の発散制限を受 ０㎡

ける室内の仕上げ材料を

要求される同等未満の性

能の仕上げ材料に変更す

る場合

第10号 略 内装制限を受ける室内の ０㎡

仕上げ材を防火上同等未

満の材料に変更する場合

耐火・防火性能が要求さ ０㎡

れる床、壁等を同等未満

の性能の構造に変更する

場合

防火設備が要求される防 ０㎡

火設備を同等未満の性能

の防火設備に変更する場

合

化学物質の発散制限を受 ０㎡

ける室内の仕上げ材料を

要求される同等未満の性

能の仕上げ材料に変更す

る場合

第11号 略 特定天井以外の天井を特 ０㎡

定天井にする場合

第12号 略 同等未満の性能の材料・ ０㎡

設備に変更する場合

第13号 略 くみ取りからの浄化 ０㎡

槽への変更

第14号 略 規則第３条の２第１４号 ０㎡

イ(1)に規定する変更の

場合

規則第３条の２第１４号 ０㎡

イ(2)に規定する変更の

場合

規則第３条の２第１４号 ０㎡

ロに規定する変更の場合
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第15号 略 建築設備の変更 ０㎡

その他 都市計画区域内での建築 申請に係る建

物の配置の変更により、 築物の延べ面

延焼のおそれのある部分 積

が生じる場合および道路

斜線等高さ制限等に影響

が有る場合

法３５条に規定する建築 ０㎡

物の配置を変更する場合

筋かい（壁量）の変更で、 壁量が減少す

壁量が減少する場合 る階の床面積

主要構造部・構造耐力上 申請に係る建

主要な部分の変更 築物の延べ面

積

建築物の屋上に広告塔等 ０㎡

を設置する場合で建築物

の構造耐力に影響を与え

る場合

定期検査報告を要する建 ０㎡

築設備の変更

避難上、数・幅の制限を ０㎡

受ける開口部の数・幅が

減少する変更

防煙区画の変更 ０㎡

配置図に記載されていな ０㎡

い既存建築物を新たに追

加する場合

１ 確認申請および添付図書に明示する必要のない変更（建築基準法第６条の４の規定による確認

の特例事項を含む。）については、「計画変更確認申請」の手続きは不要です。

２ 変更内容が表の③に該当する場合において、変更内容を建築基準関係規定に照らして、安全上、

防火上および避難上の危険度ならびに衛生上および市街地の環境の保全上の有害の度が（変更前

より）高くならないことが認められる時は、「計画変更確認申請」の手続きは不要です。

３ 確認の申請に当たってあらかじめ変更見込み事項への対応が当初の確認の申請に係る図書およ

び書類において検討されていると認められる場合は、「計画変更確認申請」の手続きは不要です。

４ 確認済証の交付を受けた後に計画の変更を行う場合は、「計画変更確認申請」の手続きの要否

について、事前に秋田市建築指導課へ確認してください。

５ 計画変更確認申請手数料の算定方法
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(1) 第１項第６号の床面積が増加する部分については、増加部分の床面積に応じた秋田市建築基

準法関係手数料条例の規定による手数料となります。

(2) 上記以外の変更部分については、表の「手数料対象となる床面積」に記載された方法により

算定された面積（変更部分が複数ある場合には、その合計面積）の２分の１の床面積に応じた

同条例の規定による手数料となります。

(3) (1)および(2)両方の変更部分がある場合については、(1)および(2)により算定した合計の床

面積に応じた同条例の規定による手数料となります。

(4) 計画変更に係る床面積が０平方メートルとなった場合は、床面積３０平方メートル以内とし

て算定します。

(5) (1)から（４）により算定した床面積の合計が変更前の合計を超える場合にあっては、変更

前の計画の床面積の合計を上限とします。

６ 軽微な変更の内容が、確認申請時に提出した建築計画概要書の内容に係る場合は、完了検査申

請の際に、変更後の建築計画概要書を併せて提出してください。


